
修繕料及び工事費のうち小額支出事業の完成検査事務取扱い要領新旧対照表 

現行 改正 

（目的） （目的） 

第１ この要領は、本市の発注する各種修繕料（物品を除く）及び工事費が１

５０万円未満の小額支出事業（以下「修繕費」という。）の検査事務の分担

及び検査の方法を定め、修繕等の適正な施行を確保することを目的とする。 

第１ この要領は、本市の発注する各種修繕料（物品を除く）及び工事費が２

００万円以下の小額支出事業（以下「修繕等」という。）の検査事務の分担

及び検査の方法を定め、修繕等の適正な施行を確保することを目的とする。 

（完成報告書の提出） （完成報告書の提出） 

第２ 修繕等が完成したときは、工事担当課長は速やかに施行業者に対して完

成報告書を提出させるものとする。この場合施行図面、施工記録及び保証書

等必要な書類も同時に提出させるものとする。 

第２ 修繕等が完成したときは、修繕等担当課長は速やかに施行業者に対して

完成報告書を提出させるものとする。この場合施工図面、施工記録及び保証

書等必要な書類も同時に提出させるものとする。 

（検査の実施） （検査の実施） 

第３ 完成報告書が提出されたときは、工事担当課長は１４日以内に当該修繕

等の検査をしなければならない。ただし、監督職員は原則として検査しては

ならない。 

第３ 完成報告書が提出されたときは、修繕等担当課長は１４日以内に当該修

繕等の検査をしなければならない。ただし、監督職員は原則として検査して

はならない。 

２ 工事担当課長は、修繕等ごとに検査する職員を任命することができる。 ２ 修繕等担当課長は、修繕等ごとに検査する職員を任命することができる。 

（検査事務分担） （検査事務分担） 

第４ 前項の検査事務については工事担当課長が行うものとする。ただし、市

長が必要と認めるものは、検査主管課の検査職員が検査するものとする。 

第４ 前項の検査事務については修繕等担当課長が行うものとする。ただし、

市長が必要と認めるものは、検査主管課の検査職員が検査するものとする。 

（検査方法） （検査方法） 

第６ 工事担当課長は、当該修繕等の検査に際しては工事検査実施要領に準じ

検査するものとする。 

第６ 修繕等担当課長は、当該修繕等の検査に際しては工事検査実施要領に準

じ検査するものとする。 

（完成の認定） （完成の認定） 

第７ 工事担当課長は検査の結果適性と認められたときは、小額（修繕・工事）

検査調書（別記様式）に所要事項を記入のうえ報告するものとする。 

第７ 修繕等担当課長は検査の結果適性と認められたときは、小額（修繕・工

事）検査調書（別記様式）に所要事項を記入のうえ報告するものとする。 

 附則 この要領は，令和８年４月１日から施行する。 
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